
「協働のむらづくり事業」実施要領 
 

１．目的 

 協働のむらづくり事業は、地域に即した特色のある農業生産基盤の整備と農業集落における

生活環境の条件整備を図ることを目的とする。 

 

２．指針 

 協働のむらづくりは、環境に配慮した農村整備を推進し、農村の自立を促すきっかけとする

ために、区が自ら発意し、市の技術支援を受けながら、区が施行することを原則とする。 

 

３．施行基準 

協働のむらづくりの施行基準は次の通りとする。 

（１）受益面積が概ね１ｈａ以上であること。 

（２）受益者が２名以上いること。 

（３）事業完了後、地元協力金を市に納めること。 

（４）工事に必要な用地及び借地は区が確保すること。 

（５）潰れ地等の登記事務は区が行うこと。 

（６）農道は新設又は改良後の幅員が原則として２．５ｍ以上であること。 

（７）農道の舗装は舗装幅員が原則として２．０ｍ以上であること。 

（８）河川区域及び河川保全区域、地すべり及び急傾斜地等の指定区域は対象から除く。 

ただし、河川区域及び河川保全区域を施工する場合、施工前に実施区から河川管理者へ一時

使用届出書を提出し、承認を得た区は対象とする。 

   ※堤外農道へ砕石支給を行う場合も、同様に河川管理者の承認が必要。 

（９）その他市長が特に認めたもの。 

 

４．支援基準等 

   協働のむらづくりのため、市は予算の範囲内で次のとおり支援を行う。 

（１）事業に要する建設資材の原材料は、市が支給する。 

（２）建設重機を使用した場合は、区と協議のうえ市で使用料を支払う。 

（３）支援する事業費は、単年度につき１区当り５０万円以内とする。 

（４）市は区と協議のうえ必要と認められる場合、測量設計等の技術援助を行う。 

 

５．安全対策 

 事業実施区は、安全対策について全責任をもち、施工に際しては作業員全員が傷害保険に加

入していなければならない。 

また、傷害保険に加入せず、当該事業を実施し事故にあった場合、区の責任とする。 

 

６．地元協力金 

市が要した事業費に以下の地元協力金負担率を乗じた金額を地元協力金とする。 

事 業 内 容 地元協力金負担率 

原材料支給及び重機使用料に要した事業費 ５％ 

農道補修用砕石に要した事業費 ２０％ 

 

７．その他 

 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 

 平成１７年４月１日 施行 

 平成２６年４月１日 一部改正 

令和５年４月１日  一部改正 



「協働のむらづくり事業」施行要領 
 

１．事業内容 

（１） 複数年の継続事業も可能とする。 

（２） 従来から実施している舗装用生コンクリート支給については、原則一区当り２０ｍ³以

内とする。 

（３）市から支給する建設資材は下記のとおりとする。 

ア：生コンクリート各種       イ：アスファルト合材各種 

ウ：砕石各種            エ：コンクリート二次製品各種 

      オ：鉄筋各種                   カ：管材各種 

      キ：木材各種             ク：その他市長が必要と認めた資材 

 

２．施行方法 

（１）要望区調査 

①事業を要望する区は、実施要望書(様式－協１)を提出するものとする。 

②農道補修用砕石を要望する区は、支給要望書(様式－協２)を提出するものとする。 

  ③事業を実施する際、用地及び借地が必要な場合は、地権者等の同意書(様式－協３)

を添付すること。 

（２）事業実施区決定 

   実施要望書を基に事業審査のうえ、事業実施区を決定し、要望した区の代表者へ４月上

旬中に通知する。 

（３）実施（施工）計画 

   市の支援等により、区が計画する。 

（４）施工方法 

  ①施工は全て実施区で行うこととするが、原材料支給資材の発注は市が行う。 

   ②重機を使用する場合は、実施区が借り上げ、請求により市が支払う。 

   ③支給材料の数量等の確認は、実施区の代表者が責任をもって行う。 

（５）工事の完成 

 実施区においては、施工完了後速やかに下記書類を市へ提出しなければならない。 

① 完成報告書（様式－協４） 

② 施工写真（施工前、施工中、施工後） 

③ 市は完成報告書提出後速やかに区長等の立会いにより工事完成の確認を行う。 

（６）事業の完了 

市は工事完成確認後、実施区の代表者へ地元協力金の納入を依頼し、実施区からの地元

協力金の納入の確認をもって事業の完了とする。 

 

附則 

 平成１７年４月１日 施行 

令和５年４月１日  一部改正 


